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１【提出理由】

平成27年６月24日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年６月24日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

　　　①変更箇所

　　　　定款第27条第２項及び第36条第２項

　　　　　　②変更内容

　　　　　　　「社外取締役」を「取締役（業務執行取締役等であるものを除く。)」、「社外監査役」を「監査役」、

　　　　　　　「当該契約に基づく責任の限度額は、800万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額の

　　　　　　　いずれか高い額」を「当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額」にそれぞれ変更

　　　　　　③変更理由

　　　　　　　「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）に対応するため

第２号議案　取締役８名選任の件

　　　　　　取締役として、長洲 崇彦、島田 堅一朗、川那辺 弘、毛利 正人、林 哲也、宮本 隆博、湯原 哲夫及び

　　　　　　西島 康二を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

　　　　　　監査役として、土屋 洋泰、足立 吉正を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案
　定款一部変更の件

 　　　19,743 　　　　　 34             0 (注)１ 可決 (97.1％)

第２号議案
　取締役８名選任の件

   
(注)２

  

　　　長洲　崇彦 　　　　18,969 　　　　　 808             0 可決 (93.3％)

　　　島田堅一朗 　　　　18,970           807             0  可決 (93.3％)

　　　川那辺　弘 　　　　18,971           806             0  可決 (93.3％)

　　　毛利　正人 　　　　18,971           806             0  可決 (93.3％)

　　　林　　哲也 　　　　18,971           806             0  可決 (93.3％)

　　　宮本　隆博 　　　　19,162           615             0  可決 (94.2％)

　　　湯原　哲夫 　　　　19,160           617             0  可決 (94.2％)

　　　西島　康二 　　　　19,468           309             0  可決 (95.7％)

第３号議案
　監査役２名選任の件

   
(注)２

  

　　　土屋　洋泰 　　　　19,223           554             0 可決 (94.5％)

　　　足立　吉正 　　　　19,744            33             0  可決 (97.1％)
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、

反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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